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要 旨

本稿では,各 地方 自治体が地方税収の一部を拠出し,拠 出された地方資金の総額 とその一定

割合の国からの一括補助金とを原資として,住 民1人 当 り交付額がどの自治体で も均等 となる

交付金を配布する 「地方財政調整基金制度」 を構想 し,自 治体問の協議によるこの制度の自主

的運営が可能であ り,か つ現行の地方交付税制度に比べて,国 の負担を軽減しつつ,よ り強力

な地域間財政力格差是正効果を発揮 しうることを,意 思決定実験 によって明らかにする.

1.は じ め に

本稿では,各 地方 自治体が地方税収の一部を拠出し,拠 出された地方資金の総額 とその一定

割合の国からの一括補助金とを原資として,住 民1人 当 り交付額がどの自治体で も均等 となる

交付金を配布する 「地方財政調整基金制度」 を構想 し,自 治体問の協議によるこの制度の自主

的運営が可能であ り,か つ現行の地方交付税制度に比べて,国 の負担を軽減しつつ,よ り強力

な地域間財政力格差是正効果を発揮 しうることを,意 思決定実験 によって明らかにする.

現行の地域間財政調整制度である地方交付税制度は,都 道府県別(市 町村分を含む)に 見る

と住民1人 当 り一般財源(地 方税+普 通交付税)を ほぼ均等化す る強力な地域間財政力格差是

正効果を発揮 している.

しか し他方で,近 年,基 準財政需要額 はGDPを 上回る伸びを示 し,過 度の財源保障が行われ

ているとの批判がなされている1).ま た,地 方交付税は国か ら各地方自治体への補助金の形を

とるため,地 方にとって負担感の希薄な財源 となり,地 方歳出の非効率化を招 くなど地方の 自

律性 を阻害 しているとい う問題点 も指摘 されている2).さ らに,基 準財政需要額の算定過程が

複雑で透明性 を欠 くという批判 も多 く,地 方交付税制度を運営す る国の負担 も膨大である.

*本 稿は,平成15～16年 度に科学研究費補助金を受けた共同研究(課題番号15530223)の 成果の一部であ

る.

1)こ のような批判は,林[5]第10章 に詳しく述べられている.



こうした地方交付税制度に関する批判や問題点の多 くは,地 方交付税の総額が国主導の地方

財政計画の策定や地方財政対策によって決定 されているところに起因 している.

平成16年 度についてみると,国(総 務省,財 務省)は84.6兆 円に上る地方財政計画歳出額

を計上 し,こ こか ら,地 方税,地 方譲与税,地 方債通常分等の地方財源見積額47.6兆 円と,国

(財務省,各 府省庁)の 予算編成に伴って決定される国庫支出金12.1兆 円,お よび国税5税 の

一定割合 として決まる地方交付税法定率分10 .8兆 円を差引いた14.1兆 円を,地 方の財源不足

額 として算定している.こ の財源不足額を埋めるべ く,国(総 務省,財 務省)は 地方財政対策

において,一 般会計加算等6.3兆 円の地方交付税増額措置 と,臨 時財政対策債等特別地方債の

発行および地方特例交付金等7.8兆 円の地方財源補填措置を講 じている.こ の結果,地 方交付

税総額は,本 来の交付税財源(法 定率分)10.8兆 円から16.9兆 円に膨張 し,交 付税の代替財源

である特別地方債等を加えると24.7兆 円の地方財源措置が国の負担 によって手当てされるこ

ととなる.

このような,地 方の介在する余地のほとんどない国主導の地方交付税(お よび特別地方債等)

総額の決定過程においては,国 が地方の財源不足額のすべてを埋めようとするために,決 定さ

れた交付税総額と各 自治体への交付税額の合計が整合するように算定される基準財政需要額の

総額は,各 自治体における標準的な行政サービスを賄 うに足る経費の合計額を上回って膨張す

る可能性がある.ま た,個 々の自治体の基準財政需要額の算定は,単 位費用や補正係数を用い

て調整を行 う必要が生 じ,複 雑なものとならざるを得ない3).さ らに,各 自治体にとっては交付

税額の決定 と自己の財政運営 との関連性が意識されないため,自 律的で効率的な歳出決定が阻

害 される可能性が生 まれる一方,平 成16年 度のように,国 の地方財政計画歳出額の圧縮のため

に,地 方自治体が,交 付税額(や 特別地方債)の 突然の削減に戸惑 うという事態が発生 しうる.

こうした国主導の地方交付税制度の もたらすさまざまな問題点を解決するためには,地 方交

付税制度を,国 か らの補助金ではな く,地 方間の直接的な財源移転 によって地域間の財政力格

差の是正を行 う水平的財政調整制度へ と改編 していく必要がある.

しか し,地 方間の水平的財政調整制度においては,財 源移転を行 う地域 と財源移転を受ける

地域 との利害対立のために,地 方による自主的運営が困難 となる可能性がある.た とえば,現

行の地方交付税制度では,基 準財政収入額が基準財政需要額を上回る不交付団体は制度の埒外

に置かれているが,不 交付 団体から財源超過額(二 基準財政収入額一基準財政需要額)の 一部

または全部を徴収 し,こ れを交付団体への交付税財源の一部に充てる逆交付税(水 平的交付税)

2)近 年,地 方交付税が地方歳出の効率化へのインセンティブにマイナスの効果を及ぼしているという指摘

は多いが,こ の点を実証的に検討した研究にとしては,赤 井・佐藤 ・山下[2]第5章 がある。

3)赤 井・佐藤 ・山下[2]第2章 では,交 付税額の決定が,制 度上の建前とは逆に,国 による交付税総額

の決定の後,各 自治体への交付税額が,そ の合計額が先決された交付税総額と一致するよう算定されると

述べられている.



を導入するというアイデ ィアがある4).現 状では,都 道府県を見ても不交付団体は東京都のみ

であ り,そ の財源超過額の全額を徴収 しても,他 の道府県の財源不足額の総額を賄 うには到底

足 りない.し か し,国 から地方への十分な税源移譲を行えば,逆 交付税の導入で,地 方の財源

不足額のすべてをカバーしうる財源が調達できる可能性が生 じる.こ の場合には,逆 交付税を

組込んだ地方交付税制度は,地 方間の水平的財政調整制度 と見なすことができよう.し か し,

このような水平的財政調整制度においては財源超過団体のみが交付税財源を拠出 し,財 源不足

団体 は交付税の配布を受けるという非対照的な取扱いの下でゼロサム ・ゲームが行われること

とな り,制 度への参加の自由が認められるならば,財 源超過団体は参加 しないという事態を招

き,地 方による制度の自主的運営は期待 し難いと考えられる.

そこで,本 稿では,ど の自治体 も交付金の財源への拠出を行い,か つ,国 からは,事 前の税

源移譲ではな く,地 方の拠 出による交付金財源の一定割合に相当する,調 整制度全体への一括

補助金の拠出を求めることによって,地 方間の利害対立を緩和 し,地 方間の協議による自主的

運営が期待できるひとつの水平的財政調整制度を構想する.そ して,意 思決定実験によって,

この制度の自主運営の可能性や財政力格差是正効果の検証を行 う.

以下本稿の2節 では,上 記の地域間水平的財政調整制度を 「地方財政調整基金制度」と呼び,

これを定式化するとともに,こ の制度が地方間の自主的運営によって機能するか否かは,同 制

度の下で,各 地方自治体がとりうる行動の類型に依存することを示す.

3節 では,地 方自治体の首長ない しは財政担 当者に擬 した被験者に,地 方財政調整基金制度

の下での住民1人 当り拠出額を選択させる意思決定実験のデザインを明示する.こ こでの重要

なポイン トは,拠 出額に関する被験者間での協議を認めない場合 と,協 議を認める場合の双方

について実験 を行 うという点である.

意思決定実験の結果は,4節 で述べ られる.こ こでは,実 験の結果,被 験者間の協議が認め

られない場合には,基 金への拠出の水準はきわめて低水準にとどまるのに対 し,協 議が認め ら

れれた場合には,上 限にほぼ等 しい拠出額が観察されることが報告される.こ のことは,自 治

体問の協議により,地 方財政調整基金制度が自主運営 されることを示唆 している.4節 では,

このような意思決定実験の結果を踏まえて,自 治体間の協議により,各 自治体は地方税収のす

べてを基金への拠出金に充てると想定 した場合,基 金制度の下での地域間財政力格差是正効果

は,現 行地方交付税制度よりさらに高まり完全 なものとなる反面,制 度維持のための国の負担

は,交 付税制度に比べ軽減されることを,平 成13年 度の財政デー タを用いて明らかにする.

最後の5節 では,意 思決定実験のデザインやその基礎 となる地方制度に関する想定の問題点

や今後の改善の方向について議論する.

4)逆 交付税の導入による地方交付税制度の水平的調整制度への改編については,た とえば橋本[4]で 検

討されている.



2.地 方財政調整基金制度

本稿で検討する地域間財政調整制度は,次 のような,国 か らの一括補助金を付加 した水平的

財政調整制度であ り,以 下ではこれを 「地方財政調整基金制度」ない しは単に 「基金制度」 と

呼ぶ.

この制度においては,ま ず各地方自治体が,自 己の住民1人 当 り地方税収の一部に当該自治

体の人口を乗 じた額を,関 係自治体で共同的に運営する基金に拠出する.基 金は,各 自治体か

らの拠出額の合計 と,そ の一定割合(国 庫補助率)に 相当する国からの一括補助金(一 般補助

金)と を原資として,各 自治体からの住民1人 当り拠出額の平均値 に 「1+国 庫補助率」を乗

じ,さ らに当該自治体の人口を乗 じた額(交 付金)を,各 自治体 に一般財源として交付する.

したがって,自 治体の住民1人 当り地方税収をti,住 民1人 当 りの基金への拠出額 をqi,国 庫補

助率を 答 関係 自治体の数をmと すると,基 金制度の下での住民1人 当り一般財源額(地 方税

留保分+交 付金)ziは,次 式のように表わされる.

地方財政調整基金制度は,住 民1人 当り地方税収を財政力の指標 とし,そ の格差是正のため

に交付金を配分するとい う点では,ド イツで実施 されている州間財政調整制度に類似 してい

る`).し か しドイツの州間財政調整制度が,住 民1人 当の地方税収が平均値 より高い州からの

み財政調整のための財源 を徴収 し,地 方税収が平均値 より低い州は財源移転 を受けるという非

対称かつ限界的な調整 を基本 としているのに対 し,基 金制度では,ど の自治体も基金への拠出

を行い,1人 当ベースで均等な交付金を受けるという形態をとる点に違いがある.ま た,ド イ

ツの財政調整制度では,連 邦から州への垂直的な財源移転は,州 間財政調整制度 とは切 り離さ

れた制度 として実施 されているが,基 金制度では,国 から基金への一括補助金として,地 域間

財政調整制度に組込 まれている.

ところで,地 方財政調整基金制度の下では,各 自治体か ら基金への拠出金総額(地 方資金総

額)は Σmi=1qiniと表わされるが,こ れは,一 般に,国 の一括補助金がない(γ=0)場 合の交付金

総額(地 方資金か らの交付金総額)qn(た だし,π=Σi=1niは 関係 自治体の総人口)と 一致 し

ない.し か し,Σmi=1qini-qn=Σmi=1(qi-q)(ni-n/m)と 表せることか ら,人 口が平均を上回る

(下回る)自 治体の住民1人 当の拠出金は,そ の平均値 を上回る(下 回る)と いう現実的な関

係が成立するな らば,地 方資金からの交付金総額が地方資金総額 を越えることはなく,国 の補

助金にもとづ く交付金の上積額γqnも,国 か らの一括補助金額 γΣmi=1qiniを上回ることはない

ため,地 方財政調整基金制度が,財 源不足のために破綻する事態は生 じない.

5)ド イツにおける州間財政調整制度については,木村[7]に 詳しく述べられている.



さて,以 上のような地方財政調整基金制度の下で,関 係自治体が(1)式 で表わされる住民1人

当 り一般財源に関心を持 っていると想定 したとき,こ れらの 自治体か ら基金への自発的な拠出

によって,基 金制度の自主的運営は可能であろうか.こ の疑問に対する回答は各自治体が基金

制度の下でとる行動の類型によって異なる.

まず,各 自治体が,他 の自治体の住民1人 当り拠出額ｑ-i=(q1,…,qi-1,qi+1,…,qn)を

所与 として,自 己の住民1人 当 り一般財源額ziを 最大化するように自己の住民1人 当り拠出

額qiを 決定する 「Nash行 動」をとるならば,

より,国 庫補助率 γが他の 自治体数m-1よ り小 さい限り,基 金への拠出をまった く行わない

(qi=0)こ とが各 自治体にとって支配戦略 となり,地 方 自治体による基金制度の自主運営は不可

能であるという結論が導かれる.

地方財政調整基金制度が,地 方の拠出による地域間財政力格差の是正を基本とする財政調整

制度であるならば,国 庫補助率 γは0≦ γ<1の 範囲で設定 されるのが妥当であり,関 係 自治体

の数は複数でなければ財政調整の意味がないことか ら,γ<m-1が 成立すると想定するのが 自

然である.し たがって,基 金制度の下で,関 係各自治体が 「Nash行 動」をとるとすれば,基 金

への拠出はまった く行われず,制 度の自主運営は不可能となる.

他方,す べての自治体が,各 自治体の住民1人 当 り一般財源額の合計 Σmi=1ziを最大化するよ

うに基金への拠出金を決定するならば,

より,国 庫補助率 γが正である限 り,各 自治体が地方税収のすべてを基金に拠出する(qi=ti,

したがって Σmi=1qi=Σmi=1tiこ とが最適となる.こ の場合 には,地 方による基金制度の自主運

営は可能 とな り,各 自治体の住民1人 当り一般財源額は,各 自治体の住民1人 当 り地方税収の

平均値に 「1+国 庫補助率」を乗 じた額((1+γ)t,た だし,t=Σmi=1ti/m)で 均等 となる.こ の

ように,各 自治体が 自己の利益(住 民1人 当 り財源の大きさ)の みならず,関 係自治体で構成

される 「社会」全体の利益 を考慮 して,基 金への拠出額を決定す る行動を以下では 「社会的最

適化行動」 と呼ぶこととするが,関 係自治体のすべてが,こ の 「社会的最適化行動」をとるな

らば,地 方税収のすべてが基金への拠出に充てられ,基 金制度の自主運営が可能となるのであ

る.

各自治体が地方税収のすべてを基金に拠出する(qi=ti)と いう結果は,す べての自治体が住

民1人 当り一般財源額の均等化を追求 し,か つ均等な1人 当 り一般財源額の最大化を図る場合

にも導出される.こ の点は,qi=tiの 下では,す べての自治体の住民1人 当 り一般財源額の合

計が最大化 されてお り,か つ各 自治体の1人 当 り一般財源額が均等となっていることから明 ら



かである.本 稿では,こ のような住民1人 当 り一般財源額の均等化 を図りつつ,均 等な1人 当

り一般財源額の最大化 を追求する行動を 「均等最大化行動」 と呼ぶことにするが,各 自治体が

この 「均等最大化行動」をとる場合 にも,地 方税収のすべてが基金への拠出に充てられ,基 金

制度の自主運営が可能 となる.

以上のように,地 方財政調整基金制度が 自主的に運営で き,各 自治体から基金への相当額の

拠出が行われるか否かは,各 自治体が 「Nash行 動」をとるのか,そ れ とも 「社会的最適化行動」

ないしは 「均等最大化行動」をとるのかに依存 してお り,い ずれの行動が支配的であるかは先

験的には決められない.

そこで本稿では,自 治体の首長あるいは財政当局者に擬 した被験者を対象 として,住 民1人

当 りの基金への拠出額の選択に関する意思決定実験を行い,い ずれの行動が支配的 となるのか

を検討する.

ところで,本 節で示 した地方財政調整基金制度は,構 造 としては,個 人の自発的支払の合計

によって生産可能な公共財量を供給する公共財の 「自発的支払メカニズム」に酷似 している.

基金への拠出を公共財への自発的支払,拠 出金の合計 を自発的支払によって生産できる公共財

の量 と見なし,「(1+国 庫補助率)/自 治体数」を公共財の限界便益 とする線形の効用関数(私

的財か らの限界便益は1)を 持つ個人を想定すれば,基 金制度の下で基金への拠出をどのよう

に決定するかとい う問題 は,上 記のような個人が自発的支払メカニズムの下で,公 共財への支

払額をどのように決定するか という問題 と同一となる.

そして,こ の公共財の 「自発的支払メカニズム」に関する実験研究では,通 常,自 発的支払

額の水準に関する被験者間のコミュニケーションが許容されない場合には,自 発的支払の水準

は低いが,事 前に被験者間のコミュニケーションを許容した場合 には,基 金制度における住民

1人 当 り地方税収に相当する初期資金の限度一杯に近い水準の多額の自発的支払が観察されて

いる6).

このような自発的支払メカニズムの実験結果は,基 金制度において も,基 金への拠出額に関

す る自治体問の 「協議」を認めない場合には 「Nash行 動」が支配的となり,制 度の自主運営が

困難となるが,自 治体間の 「協議」の機会があれば,各 自治体は 「社会的最適化行動」ない し

は 「均等最大化行動」 をとり,地 方税収の多 くの部分が基金への拠出に充てられ,制 度の自主

運営が可能 となることを示唆 している.

この点を考慮 して,本 稿での意思決定実験では,基 金への拠出額に関する自治体問(被 験者

間)の 「協議」を許容 しない場合 と,こ れを認める場合の双方について実験 を実施 しそれぞれ

の場合での基金制度の自主運営の可能性を検討する.

6)被 験者間のコミュニケーションを許容した場合の自発的支払メカニズムの性能に関する実験研究の代表

的な文献としては,IsaacandWalker[6]が ある.ま た,森[8]第2章165～179頁 も参考となる.



3.意 思決定実験のデザイ ン

地方財政調整基金制度の自主運営可能性に関する意思決定実験は,平 成16年6月 に,執 筆者

の一人が名古屋市立大学で担当した 「テーマ科 目8:経 済学における実験の意義と方法」の受

講生(学 部1,2年 生)24名 を被験者 として行われた.被 験者は8名 ずつ3つ のグループ(A,

B,C)に 分けられ,各 被験者は,実 験の各 ラウン ドの初めに被験者間で異なる 「初期資金」(1

人当 り地方税収に相当)の 配分を受け,0か ら初期資金の範囲の整数値で 「基金」への拠出額

を選択 した.

ここで,各 グループについて8名 の被験者 を設定 したのは,募 集可能な被験者の総数の制約

と,少 なくとも3つ 程度のグループを構成 し,実 験結果を比較す る必要があるという実験実施

上の要請を勘案 した結果であったが,同 時に,最 近活発化 してきた都道府県制の道州制への改

編の議論の中で,全 国を7～10程 度の道州へ再編する構想が多 く打 ち出されてお り,多 少とも

意思決定実験に現実的意味を付与する上で,こ うした構想 に合わせて被験者数を設定 し,実 験

における初期資金を,再 編された各道州の住民1人 当 り地方税収 に関連させ ることが適当だ と

判断した結果でもある.

具体的には,グ ループAとBに ついては,東 京都を除き全国を8つ の州に再編 した場合を想

定 し,各 州の人口1人 当りの地方税収(単 位万円)を,20,25,30の3つ の値に集約 し最も近

い値 を実験における初期資金 とした.グ ループCに ついては,東 京都 をひとつの州 として他の

地域 を7つ の州に再編 した場合を想定 し,各 州の人口1人 当 りの地方税収(単 位万円)を,20,

25,30,50の4つ の値 に集約 し最 も近い値 を実験 における初期資金 とした.グ ループAとB

における被験者は表1の ①～⑧の8名 ずつであ り,グ ループCの 被験者 は,表1の ①,②,

③ノ,④ノ,⑤,⑥,⑦,⑧ の8名 である.な お,各 被験者の初期資金の設定の基礎 をなす各州の人

口1人 当り地方税収は,平 成13年 度における各都道府県の決算額(市 町村分を含む)と 人口か

ら算出 した.

実験は2回 行われ,各 実験では10ラ ウン ドにわたって拠出額の選択が繰 り返された.各 被

験者の得点は,(1)に 示 した基金制度下での住民1人 当 り一般財源額の計算式(国 庫補助率は

0.5と 設定)で 求め られる値 を一定倍(グ ループAとBで は2.6倍,グ ループCで は2.4倍)

した値で求め られ,延 べ20ラ ウンドにおける得点の合計値に等 しい報酬が各被験者に支払わ

れた7).得 点の決定方式に関する情報は,自 己の選択する拠出額 と,同 一グループの他の被験者

の選択する拠出額の合計 との組合せか ら自己の得点を読み取ることのできる 「得点表」によっ

て提供された.

7)本 稿の意思決定実験において被験者の得た報酬額は,平 均1,780円 であり,実験に要した時間は,実 験

説明及び実験後の報酬の支払を含めて約2時 間であった.



表1.意 思決定実験における被験者と初期資金の設定

実験1で は,24名 の被験者全員が一つの教室に集 まり,自 己の属するグループの他のメ ン

バーが誰かを知 らされず,彼 らとの話合い(自 治体問の 「協議」)の機会 を与えられない状況で,

自己の初期資金を前提 とした 「得点表」のみを参照 して,拠 出額の選択を行った.選 択 された

各被験者の拠出額は,「集計票」とい う紙片 に記載 され,実 験者がこれを回収 し,グ ループごと

に拠出額の合計額を公表した.

実験2で は,グ ループごとに別々の教室に分れ,被 験者は自己の拠出額の選択に先立って,

教室の後部に集まり,各 自の拠出額やそれらを決めるルールについて話合い(自 治体間の 「協

議」)を 行った.話 合いの時間は最初のラウンドは10分,第2ラ ウンド以降は3分 以内に制限

され,グ ループメンバー全員が合意すれば第2ラ ウンド以降は話合いを行わな くてもよいとさ

れた.こ のように実験2で は被験者間での協議の機会が設けられたが,各 被験者は,協 議の後

自己の拠出額を決定する際には自分の席に戻 り他のメンバーに知 らせることな く自己の拠出額

を選択 した.な お実験2で は,各 被験者 に自己の初期資金を前提とした 「得点表」のみならず,

被験者全員の 「得点表」も配布 された.

実験 は手作業で行われ,被 験者間で共同運営する 「基金」への拠出額の選択実験であること

は告知されたが,自 治体間の財政調整制度の性能を検討するための実験であることは秘匿され

た8).



4.実 験結果 と地方財政 調整基金制度 の性能

意思決定実験の結果 を,グ ループごとに,各 ラウンドの拠出率(初 期資金の合計に対する拠

出額合計の割合(%))の 推移と全ラウンドにわたる拠出率によって示すと表2の 通 りである.

また,ラ ウンドごとの拠出率をグループおよび実験設定(協 議不可あるいは協議許容)別 に折

線 グラフで示すと,図3の ように描かれる9).

これ らの図表を一見 して分かるように,被 験者間の協議が行われない場合 には拠出率は低水

準 にとどまるが,協 議の機会が与えられると拠出率 は飛躍的に高 まり90～100%に 達する.し

かも協議の機会が与えられた実験2に おいて実際に話合いが行われたのはどのグループでも最

初のラウンドのみであった.

以上の実験結果にもとづけば,地 方財政調整基金制度は,自 治体 問の協議の機会が確保され

れば,地 方による自主運営が十分可能であ り,各 自治体は,「社会的最適化行動」ないしは 「均

等最大化行動」をとって,地 方税収のほぼ100%を 基金 に拠出するものと期待できる.し か も

基金への拠出に関する自治体間の協議は毎年度行う必要はなく,住 民1人 当 り地方税収の水準

に大きな変化が予想 される場合にのみ行えばよい ものと考えられる.

最後に,上 記の実験結果を踏 まえ,地 方財政調整基金制度の下で各自治体がその地方税収の

すべてを基金に拠出すると想定 した場合,基 金制度下における住民1人 当り一般財源額(=1

人当 り基金交付金)や 財源保障倍率(地 方税収に対する一般財源額の倍率),国 の財政負担額(国

庫補助金額)な どの値が,地 方交付税制度下での値 と比較 してどのような水準になるかを算出

表2.意 思決定実験における拠出率

8)本 稿 の実 験 を実施 す る際 に用 い た実験 説 明書 や 得 点表 等 の マ テ リアル は,読 者 の 請求 に よ り送付 す る用

意 が あ る.(請 求 先:mori@econ.nagoya-cu.ac.jp)

9)本 稿 の実 験 で,各 被験 者 が 実験 の各 ラ ウ ン ドにお い て,ど れ だ けの 拠 出額 を選 ん だ か を示 す 生 デ ー タ は,

読 者 の 請 求 に よ り送 付 す る用 意が あ る.(請 求 先:mori@econ.nagoya-cu.ac.jp)



図3.意 思決定実験における拠出率の推移

し,地 域間財政調整制度としての基金制度の性能を評価 してお こう.

このような検討を行 うためには,関 係 自治体の具体的特定化が必要であるが,こ こでは3節

において,被 験者や初期資金の設定の際に想定 した8道 州体制を想定し,平 成13年 度の各都道

府県(市 町村分を含む)の 決算値 を用いて,各 道州の人口や地方税収,現 行地方交付税制度下

での一般財源(地 方税収+普 通交付税額)等 を求め,さ らに,各 道州が地方税収のすべてを基

金への拠出に充てた場合の基金制度下での一般財源額(基 金交付金額)等 を試算 した.

試算の結果は,表4,5の 通 りであ り,表4は,東 京都 を除 き全国を8道 州に再編 した場合の

試算結果を示 してお り,表5は,東 京都をひとつの州 とし他の地域 を7つ の道州に再編 した場

合の結果を示 している.な お,こ れらの表中の 「合計等」の欄の数値は,1人 当 り地方税 と1

人当 り一般財源については変動係数を,財 源保障倍率については全国平均を表わ し,そ の他の

項 目については全国合計値 を表わしている.

各道州が地方税収のすべてを基金に拠出することを想定 していることから当然ではあるが,

「東京を除く8道 州体制」の場合でも 「東京+7道 州体制」の場合で も,基 金制度下における

住民1人 当 りの一般財源は均等(変 動係数はゼロ)と なる.地 方交付税制度の下でも,1人 当

り一般財源の変動係数は0.138(東 京 を除 く8道 州体制)ま たは0.129(東 京+7道 州体制)と

かな り小さく,と くに 「東京+7道 州体制」の場合には1人 当り地方税の変動係数0.371に 比

べかなり縮小 されているが,基 金制度の下では地域間の財政力格差は完全に除去される.

ここでの試算では,意 思決定実験での設定に倣って,基 金制度における国庫補助率は50%と

想定しているが,そ の結果,国 庫補助金額は,「東京 を除 く8道 州体制」の場合で も14.8兆 円,

「東京+7道 州体制」の場合には18兆 円に上るものとなる.し かし,こ の国の負担額は,交 付

税制度下での普通交付税総額(「 東京を除 く8道 州体制」の場合19兆 円,「東京+7道 州体制」



表4.地 方交付税制度と基金制度における各種財政指標(東 京を除く8道 州体制の場合)

の場合には19.7兆 円)を 下回っている.

このように基金制度下における国庫負担額(国 か らの一括補助金額)と 交付税制度下での普

通交付税総額との差が比較的小 さいために,両 制度の財源保障効果の程度を示す財源保障倍率

(=一 般財源/地 方税収)は それほど変わらない値 となっている.た だし,「東京+7道 州体制」

の場合において,1人 当 り地方税収が他州 と比べて抜 きん出て大 きな東京州に関 しては,基 金

制度下での財源保障倍率は0.85と1を 下回ってお り,基 金からの交付金 を上回る拠出が行わ

れることを示 している.

以上のように,意 思決定実験の結果にもとづき,各 自治体(道 州)が 地方税収のすべてを基

金への拠出に充てると想定するならば,地 方財政調整基金制度は,地 方交付税制度に比べより



少ない国の負担で,交 付税制度に匹敵する財源保障効果と,完 全 な財政力格差是正効果を発揮

す るもの と期待で きる.

5.お わ り に

本稿では,国 か らの一括補助金 を組込んだ地域間の水平的財政調整制度 として 「地方財政調

整基金制度」を構想 し,こ の制度が関係 自治体 間の協議によって自主運営可能であることを意

思決定実験を通 じて検証 し,さ らに,こ の制度の下では,現 行地方交付税制度に比べ より小さ

な国の負担で,交 付税制度に匹敵 しうる財源保障効果 と,完 全な地域間財政力格差是正効果が

発揮 されることを明 らかにした.

以下では,こ のような結果が導かれるに至 った前提条件の吟味を行い,今 後の研究方向につ

いて考察する.

まず,本 稿で行った意思決定実験 において,被 験者(自 治体)問 の協議を通 じて,初 期資金

(1人 当り地方税収)の すべてを基金への拠出に充てるとい う結果が導かれた背景には,被 験

者の数が8名 と比較的少数に限定されていたためではないか という疑問が提起で きよう.被 験

者数が10名 に満たない状況 を,基 金制度の実際的適用という面か ら考えると,本 稿で述べたよ

うに,道 州制への再編 という地方制度の大幅な改編が前提 とされなければならないと考えられ

る.周 知のように,道 州制への改編は,第28次 地方制度調査会で も審議されてお り,ま った く

現実性のない想定ではない.し かし,道 州制の実現までには長い道の りがあ り,仮 に実現 して

も地域間の財政調整制度が道州間での調整に限定されるとは限らない.こ うした見通 しか らす

ると,本 稿での議論が,た だちに基金制度の現実的導入可能性を示唆 しているとは言えないこ

とは確かである.

しか し他方で,本 稿での意思決定実験の結果が,よ り多数の被験者(自 治体)問 での協議を

通 じて,基 金制度を自主運営することが不可能であることを示唆 しているわけではないことも

確かである.現 実の動 きを見て も,平 成16年8月 に,47都 道府県の首長によって構成 される

全国知事会において,若 干の反対票はあったものの,税 源移譲を前提 とした国庫補助負担金の

大幅な削減案が決定 された.こ の決定のプロセスでは,会 長の梶原岐阜県知事(当 時)を 中心

に原案が作成され,こ の原案を軸に審議が進められたという経緯があった.本 稿での意思決定

実験 においても,協 議の過程を観察すると,被 験者の一人が拠出の仕方について提案を行い,

その提案を基に話合いが行われるというパ ターンが支配的であった.こ うした現実の自治体間

の協議や実験における話合いの状況を踏まえると,た とえ被験者(関 係 自治体)の 数が多 くと

も,具 体的提案を行い,協 議のリーダーシップを取る被験者(自 治体)が 存在すれば,基 金へ

の相当規模の拠出を実現する合意が得 られる可能性は高いと考えられる.

このような予想が正 しいか どうかを確かめるためには,今 後,規 模 の大 きな被験者グループ



を用いて実験 を行 う必要があるが,少 なくとも,現 実に地方財政調整基金制度が,本 稿で示 し

たように有効に機能するためには,道 州制の導入が不可欠であると考える必然性は認められな

いと言えよう.

第2に,本 稿の意思決定実験では,国 から基金への補助率は地方資金総額の50%と,比 較的

高い水準を想定 しているが,こ のことが,被 験者(自 治体)を 「社会的最適化行動」ない しは

「均等最大化行動」に向かわせ ,被 験者(自 治体)問 の協議による基金制度の自主運営 を可能

とする要因となったのではないかという疑問について,考 察 してお く必要がある.国 からの補

助金率がゼロであれば,被 験者(自 治体)が 「社会的最適化行動」をとったとしても,初 期資

金(地 方税収)の すべてを基金に拠出することが一意的な最適解 とはならないことから,こ の

ような疑問は妥当であ り,補 助金率 を0～50%の さまざまな水準 に設定 して意思決定実験 を重

ねることにより,基 金制度の自主運営を可能とする最低限度の補助率が どのような水準である

のかを探究する必要があろう.

最後に,基 金制度の自主的運営の可能性の前提条件に関する議論とは異なるが,基 金制度の

下で,地 方税収の確保や歳出の効率化に向けた各自治体のインセンティブが,現 行地方交付税

制度と比べて,改 善 されるか否かという問題の検討を行 う必要があろう.わ れわれは,す でに

赤木 ・稲垣 ・鎌 田 ・森[1]に おいて,基 金制度 とほぼ同様な構造を持つが,地 方税から基金

への拠出率が外生的に与 えられる財政調整制度について,拠 出率が地方交付税制度における留

保財源率に等 しく設定されている場合には,自 治体の税収確保に向けたインセンティブは交付

税制度に比べ高まることを,理 論的に明 らかにし,実 験での検証 も行っている.し かし,各 自

治体の基金への自発的拠出とその水準を巡る自治体間の協議を明示的に取 り入れた上で,地 方

税収の確保や歳出の効率化 に向けた各自治体のインセンティブがどのようになるかを検討 しう

るモデルの作成には至っていない.自 治体間の協議による基金制度の自主的運営の下では,基

金は文字通 り地方の共有財源 と意識され,各 自治体の地方税収はこの共有財源の原資であるこ

とから,地 方税収の確保 に向けた各自治体のインセンティブは,国 主導で運営されている現行

の交付税制度に比べ高 まり,ま た貴重な共有財源を用いて行われる地方歳出についてもコス ト

意識を伴 う効率的な決定がなされると期待 されるが,こ うした予想 を明確に表現する理論モデ

ルの構築や実験結果の蓄積 は今後の研究課題である.
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